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意について



 

（報告第１６号） 

 

   専決処分事項の報告について 

   （工事請負契約の変更について） 

                       （契 約 課）   

１ 専決処分した理由 

  平成２９年議案第５２号により契約を締結することについて議決を得

た佐伯・吉和・宮島地域防災行政無線（同報系）設備更新工事の請負契

約については、工事内容の一部変更に伴う設計変更により、請負金額を

変更する必要が生じたので、地方自治法第１８０条第１項の規定により

専決処分したものである。 

２ 専決処分の内容 

現 請 負 金 額 変 更 請 負 金 額 増 加 額 

723,600,000円 740,367,300円 16,767,300円 

３ 専決処分年月日 

  令和元年５月２１日 

４ 根拠法令 

 (1) 地方自治法 

  第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。 

  ② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

   は、これを議会に報告しなければならない。 

 (2) 市長の専決処分事項 

  第３号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

   条例（昭和３９年条例第６号）第２条の規定により議会の議決を得

   た契約について、請負金額の増額又は減額が当該請負金額の１００

   分の５を超えない変更契約を締結すること。 
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（報告第１７号）

専決処分事項の報告について

（工事請負契約の変更について）

（契 約 課）

１ 専決処分した理由

平成３０年議案第８８号により契約を締結することについて議決を得

た旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事の請負契約について

は、工事内容の一部変更に伴う設計変更により、請負金額を変更する必

要が生じたので、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たものである。

２ 専決処分の内容

３ 専決処分年月日

令和元年５月２２日

４ 根拠法令

報告第１６号説明書に同じ。

現 請 負 金 額 変更請負金額 減 少 額

150,832,800円 143,913,240 円 6,919,560 円
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（報告第１８号） 

 

   専決処分事項の報告について 

   （損害賠償の額を定めることについて） 

                   （地域包括支援センター） 

１ 専決処分した理由 

  平成３１年２月１３日地域包括支援センターの職員が、介護予防支援

業務のため、公用車を運転して串戸一丁目の国道の右折車線を進行中、

道路沿いの敷地から対向車線に出るため直進車線の車両間から進入して

きた小型乗用自動車と接触し、同車に損傷を与えた。 

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。 

２ 専決処分の内容 

  損害賠償額 ４３，３７３円 

        

              

３ 専決処分年月日 

  令和元年５月７日 

４ 根拠法令 

(1)  地方自治法 

  第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。 

    ② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

は、これを議会に報告しなければならない。 

(2) 市長の専決処分事項 

第４号 １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を

決定すること。 
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５ 参照法令 

  民法 

 第７１５条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業

の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした

とき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この

限りでない。 
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（報告第１９号） 

 

   専決処分事項の報告について 

   （損害賠償の額を定めることについて） 

（維 持 管 理 課） 

１ 専決処分した理由 

  平成３１年２月７日　　　　が、軽乗用自動車を運転して、廿日市市

佐方地内の市道佐方本線を進行中、路面の穴に同車の左前輪が落ち、同

車が損傷した。 

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。 

２ 専決処分の内容 

  損害賠償額 ２４，７７０円 

    

          

３ 専決処分年月日 

  平成３１年４月１８日 

４ 根拠法令 

  報告第１８号説明書に同じ。 

５ 参照法令 

  国家賠償法 

 第２条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつた

ために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償す

る責に任ずる。 
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（報告第２０号） 

 

   専決処分事項の報告について 

   （損害賠償の額を定めることについて） 

（維 持 管 理 課） 

１ 専決処分した理由 

  平成３１年２月１７日有限会社サツキ産業の従業員が、同社所有の普

通乗用自動車を運転して、廿日市市宮園九丁目地内の市道宮園８－７号

線を進行中、路面の穴に同車の左後輪が落ち、同車が損傷した。 

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。 

２ 専決処分の内容 

  損害賠償額 ３１，５５８円 

  債 権 者 廿日市市宮園九丁目５番地３ 

         有限会社 サツキ産業 

          代表取締役 米 倉 勝 典 

３ 専決処分年月日 

  平成３１年４月１７日 

４ 根拠法令 

  報告第１８号説明書に同じ。 

５ 参照法令 

  報告第１９号説明書に同じ。 
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（議案第４４号） 

 

   特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例 

                       （人 事 課） 

１ 提案の要旨 

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正された

ことに伴い、投票所の投票管理者等の報酬の額を、次のとおり引き上げ

ようとするものである。 

区   分 現   行 改 正 案 

投票所の投票

管理者 
１回につき 12,600円 １回につき 12,800円 

期日前投票所

の投票管理者 
１回につき 11,100円 １回につき 11,300円 

開票管理者 
１回につき 10,600円 １回につき 10,800円 

選挙長 

投票所の投票

立会人 

１回につき 10,700円 

ただし、交替する場合に

あっては、当該額の範囲

内で市長が定める額 

１回につき 10,900円 

ただし、交替する場合に

あっては、当該額の範囲

内で市長が定める額 

期日前投票所

の投票立会人 

１回につき 9,500円 

ただし、交替する場合に

あっては、当該額の範囲

内で市長が定める額 

１回につき 9,600 円 

ただし、交替する場合に

あっては、当該額の範囲

内で市長が定める額 

開票立会人 
１回につき 8,800円 １回につき 8,900円 

選挙立会人 

２ 施行期日 

  公布の日 
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３ 根拠法令 

  地方自治法 

第２０３条の２ 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監

査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会

等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開

票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普

通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員を除く。）に対し、

報酬を支給しなければならない。 

② 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。

ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 

④ 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めな

ければならない。 
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（議案第４５号） 

 

廿日市市税条例等の一部を改正する条例 

                                              （税 制 収 納 課） 

１  提案の要旨 

地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税、軽

自動車税等に関する規定を改正しようとするものである。 

(1) 個人の市民税 

  ア 寄附金税額控除における特例控除額の対象となる寄附金について

は、寄附金の募集を適正に実施すること等の総務大臣が定める基準

に適合する都道府県等として総務大臣が指定する都道府県等に対す

る寄附金とする。 

  イ 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税について、単身児童扶

養者（前年の合計所得金額が１３５万円を越える場合は除く。）を

非課税措置の対象に加える。 

  ウ 個人の市民税に関する申告をする者又は給与所得者若しくは公的

年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、市民税の申告

書又は扶養親族等申告書にその旨を記載することとする。 

(2) 軽自動車税 

 ア 次に掲げる自家用の三輪以上の軽自動車（乗用車に限る。）につ

いて、当該自家用の三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和２年９月３０日までの間に行われたときに限り、環境性

能割を非課税とすることとする。 

  (ｱ) 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、窒素酸化物の排出

量が当該基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの

で、かつ、エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消

費効率以上であるガソリン軽自動車 

(ｲ) 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、窒素酸化物の排出

量が当該基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないもの
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で、かつ、エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消

費効率以上であるガソリン軽自動車 

  イ 自家用の三輪以上の軽自動車（非課税となるものを除く。）につ

いて、当該自家用の三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和２年９月３０日までの間に行われたときに限り、環境性

能割の税率を１００分の２から１００分の１に軽減する。 

  ウ 種別割の税率を軽減する特例措置の適用期限を２年延長し、令和

元年度及び令和２年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自

動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに

ついて、当該車両番号指定の翌年度分の種別割の税率を軽減するこ

ととする。 

  エ 納付すべき軽自動車税の種別割の額について、不足額が生じた原

因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該認定等の申請をした者又はその一般承継

人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、種

別割に関する規定を適用すること等の措置を講ずる。 

  オ 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち、自家用の三輪以上の

軽自動車であって乗用のものが令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の種別割に限り、当該自家用の三輪以上の軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和５年度分の種別割に限り、税率を次のとおり軽減する。 

区   分 軽減前 軽減後 

三輪のもの 3,900 円  1,000 円 

四輪以上のもの 乗 用 自家用 10,800 円 2,700 円 

(3) その他必要な規定の整理を行う。 

２  施行期日 

公布の日。ただし、１の(2)のアからエまでの改正規定については令
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和元年１０月１日、１の(1)のウの改正規定については令和２年１月１

日、１の(1)のイの改正規定については令和３年１月１日、１の(2)のオ

の改正規定については令和３年４月１日、１の(3)の改正規定について

は公布の日外 

３  根拠法令 

地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率そ

の他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなけ

ればならない。 
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（議案第４６号） 

 

廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例 

                                              （税 制 収 納 課） 

１  提案の要旨 

地方税法の一部が改正されたことに伴い、次のとおり都市計画税に関

する規定を改正しようとするものである。 

 (1) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第１項た

だし書に規定する規定の施行の日から令和３年３月３１日までの間に

特定所有者不明土地の使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地

を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地に

ついて、最初の５年度間の都市計画税の課税標準をその価格の３分の

２の額とする特例措置を講じる。 

 (2) その他必要な規定の整理を行う。 

２  施行期日 

公布の日 

３  根拠法令 

    議案第４５号説明書に同じ。 
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（議案第４７号） 

 

   災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

                       （福 祉 総 務 課） 

１ 改正の理由 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法

律施行令の一部が改正されたことに伴い、災害援護資金の貸付けについ

て、必要な規定の整理を行おうとするものである。  

２ 改正の内容 

 (1) 災害援護資金の貸付けについて、保証人を立てることができること

とする。 

 (2)  災害援護資金の貸付利率について、保証人を立てる場合は、無利子

とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間

経過後は延滞の場合を除き、年３パーセント以内で、規則で定める率

とする。 

(3) 災害援護資金の償還方法に月賦償還を追加する。 

(4) その他必要な規定の整理を行う。 

３ 施行期日等 

  公布の日から施行する。ただし、２の(1)及び(2)は平成３１年４月１

日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護

資金の貸付けについて適用する。 

４ 根拠法令 

  災害弔慰金の支給等に関する法律 

  第１０条 市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助の行われる災害

その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令

の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令

で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資する

ため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。 

－ 19 －



④ 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延

滞の場合を除き、その利率を年３パーセント以内で条例で定める率と

する。 

－ 20 －



（議案第４８号）  

 

廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例  

（消 防 本 部）  

１ 改正の理由  

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定

める省令等の一部が改正されたことに伴い、住宅用防災警報器等を設置

しないことができる場合を追加するなどの改正を行おうとするものであ

る。  

２ 改正の内容  

 (1) 住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、特定小

規模施設用自動火災報知設備を設置したときを加える。  

 (2) 避雷設備に関する規定で用いている日本工業規格の名称を日本産業

規格に改める。  

(3) その他必要な規定の整理を行う。  

３ 施行期日  

 公布の日。ただし２の(2)については、令和元年７月１日 

４ 根拠法令  

  消防法  

 第９条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、

火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こた

つその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれ

のある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な

事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。  

 第９条の２  

② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火

災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例

で定める。 

－ 21 －





（議案第５２号） 

 

   工事請負契約の締結について 

                       （契 約 課） 

１ 提案の要旨 

  廿日市市津田地内において施工する佐伯総合スポーツ公園大型複合遊 

具整備工事の請負契約を締結しようとするものである。 

２ 請負契約の内容 

(1) 工事内容 大型複合遊具整備工事 一式 

(2) 請負金額 １６２，５４７，０００円 

(3) 請 負 者 廿日市市桜尾一丁目４番１３号 

株式会社 今井建設工業 

          代表取締役 今 井 泰 樹 

(4) 工  期 議決の日の翌日から 

令和２年２月２８日まで 

３ 根拠法令 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１

億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 

－ 23 －
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（議案第５３号） 

 

   工事請負契約の締結について 

                       （契 約 課） 

１ 提案の要旨 

  廿日市市大野１３２８番地において施工する大野体育館解体工事の請

負契約を締結しようとするものである。 

２ 請負契約の内容 

(1) 工事内容 体育館の解体 

         鉄骨造 

３階建て 

         延べ面積 ４，５１５．０３平方メートル 

(2) 請負金額 １３０，９００，０００円 

(3) 請 負 者 廿日市市桜尾一丁目１番１１号 

河井建設工業株式会社廿日市営業所 

 営業所長 永 井   視 

(4) 工  期 議決の日の翌日から 

令和２年３月３１日まで 

３ 根拠法令 

  議案第５２号説明書に同じ。 

－ 25 －
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（議案第５４号） 

 

   財産の取得について 

                    （地域医療拠点企画室） 

１ 提案の要旨 

  地域医療拠点等整備事業の用地に存する建物を買い入れようとするも

のである。 

２ 財産の表示 

所 在 廿日市市地御前一丁目１００７番地７、１００７番地８、１ 

００７番地１０、１００７番地２２ 

  種 別 建 物 

  構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建て 

  床面積 １１，１２２．８６平方メートルのうち８，０２１．５７平

方メートル 

３ 取得価格 １１７，２０２，６１０円 

４ 相 手 方 廿日市市下平良一丁目１１番１号 

廿日市市土地開発公社 

理事長 原 田 忠 明 

５ 根拠法令 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付

さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円

以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、

１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不

動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 

－ 27 －





 

位 置 図 

所在:廿日市市地御前一丁目  

取得予定建物 
事業計画区域 

取得済み建物 

地域医療拠点等整備

事業計画区域 

ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院 

Ｊ
Ａ

Ｊ
Ａ

Ｊ
Ａ

Ｊ
Ａ
広
島
病
院
前
駅

広
島
病
院
前
駅

広
島
病
院
前
駅

広
島
病
院
前
駅

 
(1)(1)(1)(1)    

((((2222))))    

(1)(1)(1)(1)    

((((2222))))    
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（議案第５５号） 

 

広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に 

関する規約の変更の協議について                                            

                       （農 林 水 産 課）   

１ 提案の要旨 

  広島県管理水域におけるプレジャーボートの係留に関する許可事務に

ついては広島県において行うこととするため、委託事務から当該許可事

務を除く規約の変更について、広島県と協議しようとするものである。 

２ 施行期日 

  広島県と廿日市市との協議が成立した日 

３ 根拠法令 

地方自治法 

第２５２条の２の２ 

③ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経 

なければならない。（以下略） 

第２５２条の１４ 

② 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃 

止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、 

協議してこれを行わなければならない。 

③ 第２５２条の２の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の規定に 

より普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、 

若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第４項の規定は第１ 

項の場合にこれを準用する。 

－ 29 －





 

（議案第５６号） 

 

   市道路線の認定について 

                       （維 持 管 理 課） 

１ 提案の要旨 

生活道の形態を呈している道路を、次のとおり市道路線に認定する。 

認 定 す る 路 線  
認 定 の 理 由 

番 号 路  線  名 

１４２７ 

 

新 開 第 ７ 路 線 

 

生活道の形態を呈している道路 

を市道とするため 

１４２８ 

 

新 開 第 ８ 路 線 

 

１４２９ 

 

新 開 第 ９ 路 線 

 

１４３０ 

 

新 開 第 １ ０ 路 線 

 

１４３１ 

 

新 開 第 １ １ 路 線 

 

２ 根拠法令 

  道路法 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、

市町村長がその路線を認定したものをいう。 

② 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合において

は、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

 

－ 31 －
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（議案第５７号） 

 

広島県と廿日市市との間における港湾管理事務の事務委託に 

関する規約の変更の協議について                                            

 （維 持 管 理 課）   

１ 提案の要旨 

  広島県管理水域におけるプレジャーボートの係留に関する許可事務に

ついては広島県において行うこととするため、委託事務から当該許可事

務を除く規約の変更について、広島県と協議しようとするものである。 

２ 施行期日 

  広島県と廿日市市との協議が成立した日 

３ 根拠法令 

  議案第５５号説明書に同じ。 

－ 33 －





（議案第５８号） 

 

   工事委託契約の締結について 

                       （下 水 道 課） 

１ 提案の要旨 

  廿日市市串戸一丁目２０番１号において施工する廿日市市公共下水道

根幹的施設（廿日市浄化センターその３）建設工事の委託契約を締結し

ようとするものである。 

２ 委託契約の内容 

(1) 工事内容 廿日市市公共下水道根幹的施設（廿日市浄化センターそ 

の３）建設工事 

水処理施設（７系） 

土木工事 一式 

(2) 委託金額 ５３１，０００，０００円 

(3) 受 託 者 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

日本下水道事業団 

理事長 辻 原 俊 博 

(4) 工  期 議決の日の翌日から 

令和３年３月３１日まで 

３ 根拠法令 

  議案第５２号説明書に同じ。 
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（議案第５９号） 

 

   工事委託契約の締結について 

                       （下 水 道 課） 

１ 提案の要旨 

  廿日市市串戸一丁目２０番１号において施工する廿日市市公共下水道

根幹的施設（廿日市浄化センターその４）建設工事の委託契約を締結し

ようとするものである。 

２ 委託契約の内容 

(1) 工事内容 廿日市市公共下水道根幹的施設（廿日市浄化センターそ 

の４）建設工事 

汚泥脱水機及び中央監視盤 

機械設備工事 一式 

電気設備工事 一式 

(2) 委託金額 １，０００，０００，０００円 

(3) 受 託 者 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

日本下水道事業団 

理事長 辻 原 俊 博 

(4) 工  期 議決の日の翌日から 

令和３年３月３１日まで 

３ 根拠法令 

  議案第５２号説明書に同じ。 

 

－ 37 －
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（議案第６０号） 

 

   財産の取得について 

                       （都 市 計 画 課） 

１ 提案の要旨 

  自主運行バス運営事業で使用する車両を買い入れようとするものであ

る。 

２ 取得する財産 

  品 名 小型ノンステップバス 

  数 量 ２台 

３ 取得価格 ４６，１９３，４００円 

４ 相 手 方 廿日市市串戸一丁目２番１１号 

        有限会社 廿日市モータース 

         代表取締役 上 野 寿 幸 

５ 根拠法令 

  議案第５４号説明書に同じ。 

 

－ 39 －





（議案第６１号） 

 

   財産の取得について 

                       （都 市 計 画 課） 

１ 提案の要旨 

  自主運行バス運営事業で使用する車両を買い入れようとするものであ

る。 

２ 取得する財産 

  品 名 小型ノンステップバス 

  数 量 １台 

３ 取得価格 ２３，４６３，０００円 

４ 相 手 方 廿日市市桜尾本町１４番４号 

        株式会社 タケウチ自動車 

         代表取締役 竹 内 利 雄 

５ 根拠法令 

  議案第５４号説明書に同じ。 

 

－ 41 －





（議案第６２号） 

 

   財産の取得について 

                       （消 防 本 部） 

１ 提案の要旨 

  消防団廿日市分団、佐伯分団及び宮島分団に配備する車両を買い入れ

ようとするものである。 

２ 取得する財産 

  品 名 小型動力ポンプ付積載車 

  数 量 ３台 

３ 取得価格 ２７，１７０，０００円 

４ 相 手 方 広島市中区大手町五丁目３番１２号 

        株式会社 吉谷広島支店 

         支店長 寺 本 秀 人 

５ 根拠法令 

  議案第５４号説明書に同じ。 

 

－ 43 －





（議案第６３号） 

 

   財産の取得について 

                       （消 防 本 部） 

１ 提案の要旨 

  宮島消防署に配備する車両を買い入れようとするものである。 

２ 取得する財産 

  品 名 消防ポンプ自動車 

  数 量 １台 

３ 取得価格 ４３，７８０，０００円 

４ 相 手 方 広島市中区舟入南三丁目１３番３号 

        株式会社 三葉ポンプ 

         代表取締役 長 田   豊 

５ 根拠法令 

  議案第５４号説明書に同じ。 

 

－ 45 －





（議案第６４号） 

 

   廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

                       （人 事 課） 

１ 提案の要旨 

 (1) 木曽忠明委員及び河原直己委員は、令和元年７月２日をもって任期

が満了するので、その後任委員を選任しようとするものである。 

 (2) 後任委員 

   木 曽 忠 明（再任） 

   河 原 直 己（再任） 

 (3) 現在の委員は、次のとおりである。 

   木 曽 忠 明 

   佃   祐 世 

   青 木 春 好 

   酒 井 龍 夫 

   河 原 直 己 

２ 根拠法令 

  地方税法 

 第４２３条 

 ③ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の 

納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の 

うちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

－ 47 －


